様式10－３（モデルの代表事業者が記入）

令和８年度愛知県産横架材サプライチェーンモデル構築事業
調査票(県産横架材の供給についてのアンケート)  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　              　　年　　月　　日
１　モデル名
２　アンケート記入者名

このＳＣモデルを継続させる前提で、今後の見通しについて代表事業者がお答えください。
該当項目に✔をつけ、設問によっては→へ、必要に応じて理由等を記入してください。
設問中、量の目安については住宅の棟数に換算してください。（横架材5.8㎥／棟として）
［各設問　複数回答可］

Ｑ１　「原木供給」（大径材原木の調達）の見通しについて①
□主にスギの大径材を調達する　□主にヒノキの大径材を調達する
□スギ・ヒノキともに調達する  □都度、需要に合わせて調達する
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ｑ２　「原木供給」（大径材原木の調達）の見通しについて②
□必要量は常に調達できる体制である
□常にある程度のストックを持つようにしている　→住宅（　　　）棟分
□必要量が事前に分かれば調達できる　→どのくらい前か（　　　　　　　　）
□必要量や時期等、その時にならないと分からない
□常にその都度毎の調達となる
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ｑ３　「一次加工」（製材加工（乾燥を含む））の見通しについて
□常に一定量のストックを持つようにする　→住宅（　　　）棟分
□ストックは持たないがある程度の需要には応えられる　→住宅（　　　）棟分
□事前に必要量が分かれば加工できる　→どのくらい前か（　　　　　　　　）
□現在の加工量（住宅　 　　棟分）を上回ると供給できない場合がある
　　→供給できない理由
　　　□原木・製品の置き場がない　□乾燥工程が追いつかない
　　　□製材能力が不足している　□その他（具体的に：　　　　　　　　　　　）
　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ｑ４　「二次加工」（プレカット・流通等）の見通しについて
□外材もしくは他県産材との価格差があっても県産横架材を利用する
　　□外材もしくは他県産材との価格差の程度により県産横架材を利用する
→価格差の許容範囲は（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
→上記価格差について、その差を許容できる理由
　□県産材の付加価値として説明　□外材リスク（為替・供給不安）回避のため
□施主負担があれば　□工務店の理解があれば
□自社の取組方針　　□その他（具体的に：　　　　　　　　　　　）　　　（裏面に続く）
（Ｑ４続き）
□積極的に工務店等へ利用を働きかける
　　□工務店等からの需要により材料を選択する
□外材のリスク回避も含め国産材利用に切り替えていきたい
□ケースバイケースで求めやすい材料を選定する
□基本的には従来からの外材・集成材製品を利用する
　→その理由
　　　　□価格が合わない　 　　　□必要な寸法・強度仕様が安定しない 
□納期が読めない 　　　　□プレカット対応の制約がある
□供給量が継続的でない 　□クレーム・責任リスクがある／取引実績・信頼関係が不足
□現場（工務店等）からの要望がない　□その他（具体的に：　　　　　　　　　　　）
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ｑ５　「建築施工」の見通しについて
□基本的には県産横架材による建築を行う
□施主への働きかけを積極的に行い利用を促す
　→働きかける場合、主なＰＲポイントは何だと考えますか
　　□地産地消による地域貢献　     □県産材の安心感・トレーサビリティ
□構造材としての強度・安全性　 □環境配慮（ＣＯ₂固定、ＳＤＧｓ等）
□補助制度・支援制度との相性 　□その他（具体的に：　　　　　　　　　　　）
□施主からの要望があれば利用する
　→どのような施主であれば要望があると考えますか
□地元産・地域貢献に関心がある       □環境配慮・ＳＤＧｓに関心がある
□補助金・制度が利用できる場合       □設計者から強く提案があった場合 
□価格差が小さい／説明を受けた場合   □その他（具体的に：　　　　　　　　　　　）
□基本的には価格が安い材料を選択する	
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ｑ６　ＳＣ県産横架材の供給量の見通しについて
　　　→このモデルが年間に供給可能な県産横架材量は、住宅（　　 　　）棟分

Ｑ７　ＳＣの機能を十分に発揮させるための課題等
　　　→ＳＣモデルを継続・拡大するうえで、特に大きいと感じる課題は何ですか
□施主の理解・関心不足　□工務店・設計者の知識不足
□材の供給量・安定性　　□納期調整の難しさ
□価格競争力　　　　　　□規格・仕様の統一不足
□プレカット対応の制約　□責任範囲・保証面の不安
□その他（以下に記載）
	






